
 

 

耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会 

第１１回 山地・ダム・河道・河口海岸領域ワーキンググループ 

 

日時 ： 令和５年３月１０日(金) 

１３：３０  ～  １６：００ 

場所 ： 美郷町西郷ニューホ－プセンター 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開 会 

 

２．出席者紹介 

 

３．耳川水系総合土砂管理計画について 

 

４．第２回中間とりまとめの進捗報告について 

 

５．第１１回評価・改善委員会（令和４年７月）での指摘について 

 

６．グループ討議 

（耳川の取組み状況の説明及び評価に対する意見のとりまとめ） 

 

７．アンケート 

 

８．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

椎葉村漁業協同組合（椎葉村） 組合長

甲斐 左右吉
日向土木事務所 河川砂防課 河川担当

主査 柳田 憲男

美郷町西郷花水流区 区 長

小野 圭一

諸塚漁業協同組合（諸塚村） 組合長

甲斐 良二

日向土木事務所 河川砂防課

ダム担当 リーダー 高園 秀次

【第2班】

ダム班

（１階生涯学習ルーム）

事
業
者
席

日向市東郷町福瀬区 自治会 会 長
岩田 政詞

美郷町西郷和田区 区 長
吉田 功

美郷町西郷峰区 区 長
川田 優

美郷町女性の輪 代 表
藤田 美智子

日向市東郷町福瀬区 代 表
新名 敏文

日向土木事務所 河川砂防課 課 長
山下 修

耳川漁業協同組合（日向市東郷町）
代表理事組合長
岩田 広信

日向土木事務所 河川砂防課
河川担当 主任技師
岩切 謙介

宮崎県 県土整備部 河川課
計画調査担当 主幹

藤本 国博

【第3班】

河道班

（2階大会議室）

事
業
者
席

WEB参加

日向市 農林水産部 林業水産課

水産振興係 係 長

矢野 隆博

【第１班】

山地班

（１階大会議室）

東臼杵農林振興局 森林土木課
治山担当 リーダー
山本 征男

東臼杵農林振興局 林務課
林政担当 主査
甲斐 央浩

日向土木事務所 河川砂防課
砂防担当 リーダー
松井 祥和

椎葉村松尾地区 区 長
椎葉 治敏

日向土木事務所
諸塚駐在所 所 長
丸岡 浩二

耳川広域森林組合 美郷支所
課長補佐

矢野 秀文

椎葉村尾向地区 区 長
椎葉 広典

耳川広域森林組合 諸塚支所 支所長
佐藤 喜代光

耳川広域森林組合 椎葉支所 支所長
甲斐 洋敬

東臼杵農林振興局 森林土木課
森林路網担当 リーダー
山本 進也

東臼杵農林振興局
諸塚駐在所 所 長
山口 裕二

事
業
者
席

日向土木事務所 河川砂防課
河川担当 リーダー

久保田 基寛

北部港湾事務所 工務課
建設担当 リーダー
福永 宏一

日向市漁業協同組合
海の駅ほそしま
店長 黒木俊夫

宮崎県 県土整備部 河川課
計画調査担当 主任技師

甲斐 惣太

日向市幸脇区自治会 会 長
寺町 晃

【第4班】

河口・海岸班

（1階多目的ルーム）

事
業
者
席

WEB参加

宮崎北部森林管理署 総括治山技術官

佐藤 修治

日向市 農林水産部 林業水産課

森林経営係 課長補佐兼係長

川越 康幸

椎葉村 建設課 道路管理グループ

課長補佐兼グループ長

椎葉 友和

椎葉村 農林振興課 林業推進室

課長補佐兼室長

中瀬 育生

諸塚村 産業課 課長補佐

伊藤 聖子

美郷町 農林振興課 林政担当 主任主事

松井 徹

WEB参加

宮崎県 農政水産部 漁業管理課

資源管理担当 リーダー

田口 智也

日向市 建設部 建設課

土木建設係 課長補佐兼係長

日 知博

日向市 市民環境部 環境政策課

環境公害係 係 長

菊池 大輔

日向市 農林水産部 農業畜産課

農村整備係 係 長

上杉 幸司

日向市 上下水道局

水道課浄水係 課長補佐兼係長

黒木 郁志

日向市 総務部 防災推進課

防災管理係 係長

佐藤 秀明

美郷町 建設課 管理担当 主事

海野 紗香

配置図 
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第１１回 山地・ダム・河道・河口海岸領域ワーキンググループ 出席者名簿  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

区　　分 所　　属 役職名 備考
【第１班】

山地班

【第２班】

ダム班

【第３班】

河道班

【第４班】

河口・海岸班
区　　分 所　　属 役職名 備考

1 関係機関 日向市漁業協同組合
組合長
（代理）

黒木俊夫 代理出席 ○ 1 関係行政機関 宮崎北部森林管理署 総括治山技術官 佐藤　修治

2 関係機関 美幸内水面漁業協同組合（日向市美々津町） 代表理事組合長 黒木　隆太 欠席 ○ 2 関係行政機関 宮崎北部森林管理署 総括森林整備官 原口　尚也 欠席

3 関係機関 耳川漁業協同組合（日向市東郷町） 代表理事組合長 岩田　広信 ○ 3 関係行政機関 宮崎北部森林管理署　上椎葉森林事務所 首席森林官 岩上　勇 欠席

4 関係機関 西郷漁業協同組合（美郷町） 事務局長 杉本　稲好 欠席 ○ 4 関係行政機関 宮崎北部森林管理署　東郷森林事務所 森林官 引地　修一 欠席

5 関係機関 諸塚漁業協同組合（諸塚村） 組合長 甲斐　良二 ○ 5 関係機関
九州電力(株)　耳川水力整備事務所　副所

長兼流域総合技術グループ
副所長 藤田　浩二

6 関係機関 椎葉村漁業協同組合（椎葉村） 組合長 甲斐　左右吉 ○ 6 関係機関 九州電力(株)　宮崎支店 技術部 部　長 山口　健太郎

7 関係機関 耳川広域森林組合 代表理事組合長 平野　浩二 欠席 ○ 7 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課 課　長 山下　修

8 住民代表 日向市東郷町福瀬区自治会 会　長 岩田　政詞 ○ 8 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課　河川担当 リーダー 久保田　基寛

9 住民代表 日向市東郷町福瀬区 代　表 新名　敏文 ○ 9 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課　河川担当 主査 柳田　憲男

10 住民代表 日向市幸脇区自治会 会　長 寺町　晃 ○ 10 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課　河川担当 主任技師 岩切　謙介

11 住民代表 美郷町西郷峰区 区　長 川田　優 ○ 11 関係行政機関 日向土木事務所　道路課　道路保全担当 リーダー 出井　美穂子 欠席

12 住民代表 美郷町西郷和田区 区　長 吉田　功 ○ 12 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課　砂防担当 リーダー 松井　祥和

13 住民代表 美郷町西郷坂本区 区　長 西村幸次郎 欠席 ○ 13 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課　ダム担当 リーダー 高園　秀次

14 住民代表 美郷町西郷下区 区　長 前田　直 欠席 ○ 14 関係行政機関 日向土木事務所　諸塚駐在所 所　長 丸岡　浩二

15 住民代表 美郷町西郷花水流区 区　長 小野　圭一 ○ 15 関係行政機関 日向土木事務所　椎葉駐在所 所　長 前田　勉 欠席

16 住民代表 美郷町女性の輪 代　表 藤田　美智子 ○ 16 関係行政機関 北部港湾事務所　工務課　建設担当 リーダー 福永　宏一

17 住民代表(林家) 諸塚村家代 代　表 西田　正 欠席 ○ 17 関係行政機関 宮崎県　企業局　北部管理事務所 副所長 日高　徹哉 欠席

18 住民代表(林家) 諸塚村家代 代　表 吉永　成勲 欠席 ○ 18 関係行政機関 東臼杵農林振興局　林務課　林政担当 主査 甲斐　央浩 代理出席

19 住民代表 諸塚村自治公民館連絡協議会 会　長 甲斐　弘昭 欠席 ○ 19 関係行政機関 東臼杵農林振興局　森林土木課　治山担当 リーダー 山本　征男

20 住民代表 椎葉村尾向地区 区　長 椎葉　広典 ○ 20 関係行政機関
東臼杵農林振興局　森林土木課　森林路網
担当

リーダー 山本　進也

21 住民代表 椎葉村松尾地区 区　長 椎葉　治敏 ○ 21 関係行政機関
宮崎県　農政水産部　水産政策課　漁村振

興担当
リーダー 福田　博文 欠席

22 関係機関 耳川広域森林組合　椎葉支所 支所長 甲斐　洋敬 ○ 22 関係行政機関
宮崎県　農政水産部　漁業管理課　資源管

理担当
リーダー 田口　智也

23 関係機関 耳川広域森林組合　諸塚支所 支所長 佐藤　喜代光 ○ 23 関係行政機関 東臼杵農林振興局 諸塚駐在所 所　長 山口　裕二

24 関係機関 耳川広域森林組合　美郷支所 課長補佐 矢野　秀文 代理出席 ○ 24 関係行政機関 東臼杵農林振興局 椎葉駐在所 所　長 山口　雄司 欠席

25 関係行政機関 日向市　建設部　建設課　土木建設係
課長補佐
兼係長

日 　知博

＜事務局＞ 領域 26 関係行政機関
日向市　市民環境部　環境政策課　環境公

害係
係　長 菊池　大輔

区　　分 所　　属 役職名 備考
【第１班】

山地班

【第２班】

ダム班

【第３班】

河道班

【第４班】

河口・海岸班
27 関係行政機関

日向市　農林水産部　林業水産課　水産振

興係
係　長 矢野　隆博

1 関係行政機関
宮崎県　県土整備部　河川課
計画調査担当

主幹 藤本　国博 ○ 28 関係行政機関
日向市　農林水産部　農業畜産課　農村整
備係

係　長 上杉　幸司

2 関係行政機関
宮崎県　県土整備部　河川課

計画調査担当
主任技師 甲斐　惣太 ○ 29 関係行政機関 日向市　上下水道局　水道課浄水係

課長補佐

兼係長
黒木　郁志

30 関係行政機関
日向市　農林水産部　林業水産課　森林経
営係

課長補佐
兼係長

川越　康幸

31 関係行政機関 日向市　総務部　防災推進課　防災管理係 係長 佐藤　秀明

32 関係行政機関 椎葉村　建設課　道路管理グループ
課長補佐兼

グループ長
椎葉　友和

33 関係行政機関 椎葉村　農林振興課　林業推進室 課長補佐兼室長 中瀬　育生

34 関係行政機関 諸塚村　産業課 課長補佐 伊藤　聖子

35 関係行政機関 諸塚村　建設課 課長補佐 橋口　政憲 欠席

36 関係行政機関 美郷町　農林振興課　林政担当 主任主事 松井　徹

37 関係行政機関 美郷町　建設課　管理担当 主事 海野　紗香

氏　　名

氏　　名氏　　名
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  耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会の設立趣旨 

 

耳川水系では記録的な豪雨となった平成１７年台風１４号により、流域市町村が甚大な洪水

被害を受けた。 

耳川における浸水被害は、河川やダムへ流入してくる土砂の堆積がその原因の一つとなって

いることから、山地を含めた流域全体での総合土砂管理について検討していくことが大きな課

題となっていた。 

 このため、学識経験者等からなる検討会を設け、耳川水系の山地から河川、ダム、河口・海

岸域までの土砂に起因する様々な課題に対して、関係機関と情報を共有しながら連携・協力し

「耳川水系総合土砂管理計画」を平成23年10月に策定した。 

 本計画に基づき流域の目標である「耳川をいい川にする」ために関係者が実施した行動の効

果を評価し、必要に応じて行動計画を改善していくこととしているが、本計画は地域の意見を

反映した計画であることから、評価・改善を地域住民とともに実施していくことが重要である。  

このようなことから、地域住民をメンバーに加えた「耳川水系総合土砂管理計画に関する評

価・改善委員会」を設置する。  

 また、委員会には、地域住民や関係者から幅広く意見を聞くために、ワーキンググループを設置

している。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（耳川水系総合土砂管理 評価・改善委員会における検討構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価・改善委員会（仮称）の役割 

①耳川通信簿の作成 
・ 各領域の評価 
・ 流域全体の総合評価 

②行動計画の改善 
③モニタリング実施内容の改善 

評価・改善委員会の役割 

 耳川水系総合土砂管理 
評価・改善委員会（仮称） 

【地域住民代表】 
区長・森林・漁業組合 

【関係行政機関】 
国・県・市町村 

【学識経験者】 

【関係機関】 
九州電力 

 
評価・改善委員会の検討メンバー 

耳川水系総合土砂管理 
耳川水系総合土砂管理 

評価・改善委員会における検討構成 

※   は委員会で対応する内容 

①計画の改善 

②対策の実施  総合土砂管理の 

仕組み 

③モニタリング 

④計画と実施の評価

・役割分担・対策の改善 
・モニタリング実施内容の改善

 ・物理環境 
 ・動植物，生態系 

・対策の効果評価 
・問題点の抽出 

事業

（総合土砂管理と評価・改善委員会の位置付け） 

（評価・改善委員会とワーキンググループにおける検討スキーム） 

事業者 

行政機関 

関係機関ほか

耳川水系総合土砂管理に関する 

評価・改善委員会 

山地・ダム・河道・河口海岸 

ワーキンググループ 

耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会 ～これまでの経緯～ 
■平成 24 年 7 月 24 日 第 1 回評価・改善委員会（日向市東郷体育館） 

■平成 25 年 3 月 15 日 第 1 回河口・海岸ワーキンググループ（日向市美々津支所） 

■平成 25 年 3 月 25 日 第 1 回ダム河道・山地ワーキンググループ（美郷町中央公民館） 

■平成 25 年 7 月 26 日 第 2 回評価・改善委員会（ホテルベルフォート日向） 

■平成 26 年 2 月 13 日 第 2 回河口・海岸ワーキンググループ（日向市中央公民館） 

■平成 26 年 2 月 19 日 第 2 回ダム・河道・山地ワーキンググループ（美郷町中央公民館） 

■平成 26 年 7 月 18 日 第 3 回評価・改善委員会（ホテルベルフォート日向） 

■平成 27 年 2 月 25 日 第 3 回河口・海岸ワーキンググループ（日向市中央公民館） 

■平成 27 年 2 月 27 日 第 3 回ダム・河道・山地ワーキンググループ（美郷町西郷ﾆｭｰﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ） 

■平成 27 年 7 月 31 日 第 4 回評価・改善委員会（ホテルベルフォート日向） 

■平成 28 年 2 月 17 日 第 4 回山地・ダム・河道・河口海岸ワーキンググループ（美郷町西郷ﾆｭｰﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ） 

■平成 28 年 7 月 27 日 第 5 回評価・改善委員会（ホテルベルフォート日向） 

■平成 29 年 2 月 16 日 第 5 回山地・ダム・河道・河口海岸ワーキンググループ（美郷町西郷ﾆｭｰﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ） 

■平成 29 年 7 月 20 日 第 6 回評価・改善委員会（ホテルベルフォート日向） 

■平成 30 年 2 月 15 日 第 6 回山地・ダム・河道・河口海岸ワーキンググループ（美郷町西郷ﾆｭｰﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ） 

■平成 30 年 7 月 31 日 第 7 回評価・改善委員会（ホテルベルフォート日向） 

■平成 31 年 2 月 15 日 第 7 回山地・ダム・河道・河口海岸ワーキンググループ（美郷町西郷ﾆｭｰﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ） 

■令和元年 8 月 9 日   第 8 回評価・改善委員会（ホテルベルフォート日向） 

■令和 2 年 2 月 17 日  第 8 回山地・ダム・河道・河口海岸ワーキンググループ（美郷町西郷ﾆｭｰﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ） 

■令和 2 年 8 月 5 日   第 9 回評価・改善委員会 WEB 開催（宮崎県庁、日向市役所、東郷総合支所、 

美郷町役場、諸塚村役場、椎葉村役場） 

■令和 3 年 2 月 16 日  第 9 回山地・ダム・河道・河口海岸ワーキンググループ（美郷町西郷ﾆｭｰﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ） 

■令和 3 年 7 月 21 日  第 10 回評価・改善委員会 WEB 開催（宮崎県庁、日向市役所、美郷町役場、 

諸塚村役場、椎葉村役場） 

■令和 4 年 3 月 17 日  第 10 回山地・ダム・河道・河口海岸ワーキンググループ（美郷町西郷ﾆｭｰﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ）

■令和 4 年 7 月 25 日  第 11 回評価・改善委員会（ホテルベルフォート日向） 

評価

改善

意見

交換
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凡例（現状・課題に対する） 

：治水面（防災面），  ：利水面（水利用面），  ：環境面，  ：懸念される項目，――：突発的な事象による影響     

①山腹崩壊の増加 

(16)付着藻類の変化 

⑭海岸侵食(砂浜消失)

ダ 

ム 

領 

域 

河 

道 

領 

域 

河 

口 

・ 

海 

岸 

領 

域 

(2)土石流等の土砂災害の発生 

(29)治水安全度低下 

土砂に関わる問題の現状 土砂に関わる問題･課題 

(27)親水空間の減少 

(8)砂防施設容量減少 

降雨パターン変化 

地形・地質的特性 

(1)崩壊地からの土砂流出 

局所的河床上昇

(31)海岸環境悪化 

山 

地 

領 

域 

(33)氾濫発生時の被害拡大 

(26)防災機能の低下 

(32)漁業（操業）の支障 

(28)港湾施設の埋没 

（誘 因）

（素 因）

②裸地面積の増加 

③土砂流出量の増加

【素 因】

道路の開設 大規模な崩壊や 

多数の崩壊の発生 (6)渇水緩和機能の低下 

(5)産業基盤の流出 

(3)自然景観の消失 

(7)洪水緩和機能の低下 

(4)生物生息環境の変化 

突発的な事象 
（平成17年台風14号） 

経年的な事象 

⑯流木の漂流 

⑮流倒木の流入 

④流倒木の発生 

河道の地形的特性 

多量の土砂の流入 

手入れの行き届かない森林の増加 

(30)船舶の航行(操業上)の支障 

濁水発生 

(9)貯水池末端部治水安全度低下

(10)利水容量の減少 

(11)取水口の埋没 

(12)放流設備の機能障害 

(13)利水設備の機能障害 

⑧流倒木の流出 

生物移動の遮断 (15)生物生息空間の連続性遮断 

貯水池内土砂細粒化

止水域の発生 (14)※生物生息環境の変化 

多量の流木の流入 

土砂の貯留 

流水の貯留 

流木の貯留・流出 

（誘 因）

⑦流倒木の流入 

多量の土砂の流入 

ダム建設 

⑤土砂流入量の増加

⑥貯水池内土砂堆積 

(21)護岸の基礎部の被災 

河床低下 

粗粒化（岩盤の露出）

(24)氾濫発生時の被害拡大 

(23)治水安全度低下 

⑪流倒木の流出 

⑫土砂流入量の減少

(22)※取水の不安定化 

(19)瀬・淵の消失 

(18)※生息生育環境の変化 

(20)橋脚の不安定化 

多量の流木の流入 

局所的河床上昇

⑩流倒木の流入 

多量の土砂の流入 

⑨土砂流入量の減少

【素 因】

河道の地形的特性 

多量の流木の流入 

(17)※河川景観の変化 

(25)※生物生息環境の変化 

⑬河口部の砂州減少

（※の問題・課題への 

懸念・今後注視） 

■土砂管理計画の「行動計画」 

総合土砂管理上の問題・課題と総合土砂管理計画との関係及び総合土砂管理上の問題・課題と各行動計画（事業）の関係を以下に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合土砂管理上の問題・課題と総合土砂管理計画との関係 

（次頁より）
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耳川水系総合土砂管理計画 

～全国的な計画～ 

第２次社会資本重点計画 

国土形成計画 

耳川水系総合土砂管理計画 

美郷町 

総合計画 

県総合計画 

（未来みやざき創造プラン） 

耳川水系河川整備計画 

第７次県森林・林業基本計画 

第５次県水産業､漁村振興計画 

県環境計画 

山村振興基本方針 

宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画

宮崎県中山間地域振興計画（案） 

九州電力ダム通砂運用変更計画

日向定住自立圏構想 

～森・川・海の環～

新しい日向市 

総合計画 

第５次諸塚村 

総合長期計画 

椎葉村第４次 

長期総合計画 

「耳川をいい川にする～森林とダムと川と海のつながり～」

県
総
合
計
画
を
実
現
す
る
た
め
の
部
門
別
計
画 

 

【耳川水系総合土砂管理における基本理念】 

耳川に関わる様々な人々の連携による、地域の安全と安心の確保及び多様で豊

かな生物が人と共生できる耳川を再生する。 
 

この基本理念をふまえ、耳川水系の各領域の目指す方向は、以下のとおりとする。 

 

① 山地領域：森林保全や治山・砂防の推進により、土砂・流木の流出抑制を目指す。 

【改善の具体的方向性について】 

・森林の持つ役割などの理解を深めるため、地域の方々との協働による森林保全活動の

推進 

・適正な森林管理による土砂・流木流出の抑制および山間・渓流環境の再生・保全 

・崩壊地の法面対策による土砂の流出防止および濁水発生源の対策 

・災害に強い山の道づくりによる崩壊誘因の軽減および濁水発生源の対策 

・砂防施設の堆砂容量確保による崩壊土砂の流出抑制 

・透過型砂防堰堤等の設置による土砂移動の復元および流木流出の抑制 

・地域の方々との協働によるモニタリング活動の推進 

 

② ダム領域：土砂移動の連続性を回復させ、ダムの適切な運用・管理により川の機

能の再生を目指す。 

【改善の具体的方向性について】 

・ダム改造，運用変更（通砂）による土砂移動の連続性の確保（下流への土砂供給） 

・水中生物の生息空間の保全 

・通砂，貯水池内・末端部の土砂管理による貯水池直上流河道の治水安全度の確保お

よび利水機能の再生 

・流木の捕捉によるダム放流機能と利水機能の再生とダム下流への被害軽減 

・生物生息生育環境の再生 

・地域の方々との協働によるモニタリング活動の推進 

 

③ 河道領域：適切な河川管理により、安全安心と生物多様性を実現し、人と川が親

しめるよう、川の機能の再生を目指す。 

【改善の具体的方向性について】 

・地域の方々との協働による河川管理や河川環境保全の推進 

・上流からの土砂供給による河床再生および河岸崩壊，護岸基礎部の被災防止 

・適切な河床管理（土砂除去，置砂等）による治水安全度と取水機能の再生・維持，瀬と

淵の維持・再生 

・適切な河床材料の管理による多様なハビタットの保全（アユの産卵・生育場の再生・維

持等） 

・地域の方々との協働によるモニタリング活動の推進 

 

④ 河口・海岸領域：水系一貫した土砂の適正管理による持続可能な河口・海岸領域

の保全を目指す。 

【改善の具体的方向性について】 

・地域の方々との協働による海岸管理や河岸環境保全の推進 

・河口部の土砂浚渫による治水安全度の確保・維持と港湾施設の機能維持 

・上流からの土砂供給による砂州および砂浜の再生・保全 

・適切な河床材料の管理による多様なハビタットの保全（生育場の再生・維持等） 

・漂流・漂着木の減少による船舶の航行および海岸利用者の安全確保 

・地域の方々との協働によるモニタリング活動の推進 

基本的な考え方 

「耳川をいい川にする。」～森林とダムと川と海のつながり～ 

（市町村長期計画）

地 域 

第４次国有林野施業実施計画 

行 動 計 画（ 役 割 分 担 ） 

ダ 

ム 

領 

域 

河 

道 

領 

域 

河 

口 

・ 

海 

岸 

領 

域 

山 

地 

領 

域 

番号 名称 番号 事業名 短期 継続
1 森林整備事業 (国)九州森林管理局 ●
2 森林整備事業 (県)環境森林部 ●

3
間伐等促進事業
※平成23年度までの時限事業のため事業終了

(県)環境森林部 ― ―

4
間伐推進加速化事業
間伐材生産強化対策事業

(県)環境森林部 ●

7 水を貯え、災害に強い森林づくり事業 (県)環境森林部 ●
9 荒廃渓流等流木流出防止対策事業 (県)環境森林部 ●

21
造林事業 椎葉村 諸塚村

美郷町 日向市
●

28 治山事業 (国)九州森林管理局 ●
29 山地治山事業 (県)環境森林部 ●
30 地すべり防止対策事業 (県)環境森林部 ●
31 県単治山事業 (県)環境森林部 ●
32 県単補助治山事業 (県)環境森林部 ●

33
砂防事業（社会資本整備総合交付金事業）
　　　　（地域自主戦略交付金事業）

(県)県土整備部 ●

34 地すべり対策事業（社会資本整備総合交付金事業） (県)県土整備部 ●

35
急傾斜地崩壊対策事業（社会資本整備総合交付金事業）

　　　　　　　　　　（地域自主戦略交付金事業）
(県)県土整備部 ●

22 開設事業（開設・拡張） (国)九州森林管理局 ●
23 開設事業（道整備交付金事業） (県)環境森林部 ●
24 改良事業 (県)環境森林部 ●
25 舗装事業 (県)環境森林部 ●
26 林業専用道整備事業 (県)環境森林部 ●
27 県単林道事業 (県)環境森林部 ●

5

持続可能な森林経営具現化実践事業
持続的森林経営推進事業

環境に配慮した森林伐採適正化推進事業
(県)環境森林部 ●

6
森林の水源かん養等公益的機能強化事業
森林の公益的機能高度発揮推進事業

(県)環境森林部 ●

8 森林生態系等保護・保全・回復活動支援事業 (県)環境森林部 ●
10 「水と緑の森林づくり」県民総参加推進事業 (県)環境森林部 ●

11
分収林長伐期施業等推進事業　分収林施業転換促進事業

※平成24年度までの時限事業のため事業終了
(県)環境森林部 ― ―

12 分収林植栽未済地対策事業 (県)環境森林部 ●

13
わが町のいきいき森林づくり推進事業

「わが町の水とくらしを守る」いきいき森林づくり推進事業

わが町の水とくらしを守る森林づくり支援事業
(県)環境森林部 ●

14 就労環境対策事業 (県)環境森林部 ●
15 諸塚村森林炭素吸収量活用プロジェクト 諸塚村 ●
16 ＦＳＣ森林認証制度を活用した森林管理事業 諸塚村 ●
17 森林の保全事業 美郷町 ●

18
カーボンオフセットの推進事業
※平成25年度までの時限事業のため事業終了

諸塚村 ― ―

19
中山間地域交流推進事業

外部人財活用による集落活動支援事業

椎葉村　諸塚村

美郷町 日向市
●

20
林業労働力担い手対策事業 椎葉村　諸塚村

美郷町 日向市
●

49 皆伐現場パトロール 耳川広域森林組合 ●

36 貯水池内護岸補強工事 九州電力㈱ ●
37 貯水池内土砂移動工事 九州電力㈱ ●
38 発電設備保全事業（貯水池内流木塵芥引き上げ） 九州電力㈱ ●
39 ダム通砂運用（山須原・西郷・大内原ダム） 九州電力㈱ ●

40
広域河川改修事業
（社会資本整備総合交付金事業：日向市）

(県)県土整備部 ●

41
土地利用一体型水防災事業

（社会資本整備総合交付金事業：日向市、諸塚村）
(県)県土整備部 ●

42 県単自然災害防止河川改良事業 (県)県土整備部 ●
43 県単河川改良事業 (県)県土整備部 ●
58 施設維持修繕 (県)企業局 ●
50 椎葉村魚族増殖事業 椎葉村 ●
52 魚貝類放流事業 日向市 ●
53 増養殖場整備事業 日向市 ●
54 諸塚村放流事業 諸塚村 ●
55 耳川放流事業 美郷町 ●

57
河川流域振興活動実践事業
内水面漁業振興対策事業

(県)農政水産部 ●

44 河川パートナーシップ事業 (県)県土整備部 ●

45
ふるさとの川や海を守り隊！（活性化支援事業)
次代へつなげよう！魅力ある川・海づくり事業

(県)県土整備部 ●

46 日向市河川環境モニター制度 日向市 ●

47
ふるさとの水辺ふれあい推進事業
未来につなぐ水資源・水環境の保全推進啓発事業

宮崎県　市町村 ●

48 身近な水辺モニター (県)県土整備部 ●
51 椎葉村河川流域振興活動実践事業 椎葉村 ●

59 海岸漂着物等地域対策推進事業 (県)県土整備部 ●
60 県単港湾維持管理事業 (県)県土整備部 ●

2 環境事業 56
環境・生態系保全活動支援事業

水産多面的機能発揮対策事業
(県)農政水産部 ●

※青字：住民との連携事業

河川環境
啓発事業

3

1
基盤事業

（河口海岸領

1
基盤事業
(ダム領域)

基盤事業
（河道領域）

1

グループ 行動計画
担当部・課名

計画期間

環境事業2

3
森林環境
啓発事業

1
基盤事業
(山地領域)

2 森林事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合土砂管理上の問題・課題と総合土砂管理計画との関係 

（前頁へ） 
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耳川水系総合土砂管理計画に関する評価・改善委員会設置要綱 
 

平成２４年７月２４日  

県 土 整 備 部 河 川 課 

（設置）  
第１条 「耳川水系総合土砂管理計画」に基づく行動計画が、流域共通の目標（「耳川 

を良い川にする」）に向かっているか評価するために「耳川水系総合土砂管理計画 

に関する評価・改善委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。 

 
（検討事項）  
第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、「耳川水系総合土砂管理計画」に位 

置付けられたモニタリング項目、各行動計画の評価及び改善提案について協議する。  
２ 委員会は、前項に定める事項のほか、委員会が必要と認める事項について協議す 

ることができる。 

 

（構成)  
第３条 委員会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。  
 
（会議）  
第４条 委員会は、県土整備部長が招集する。  
２ 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、委員会を主宰する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから互選された者が 

その職務を代理する。 

５ 県土整備部長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ 

意見を述べさせることができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第５条 委員会の事務を補助させるために、委員会に「河口・海岸」、「ダム・河道 

・山地」の２つのワーキンググループ（以下グループ）を設置する。 

２ グループは、県土整備部長が招集し事務局によって運営される。 

３ グループは、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

４ グループの委員は、必要があると認められる場合には、担当グループ以外のグルー 

プに出席し発言できるものとする。 

５ グループでの意見等については、委員会に報告する。 

 

（事務局）  
第６条 委員会の事務局は、宮崎県県土整備部河川課に置く。 

 
（委任）  
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、県土整備 

部長が別に定める。  
 
附 則  

この要綱は、平成２４年７月２４日から施行する。 
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●→主、○→副  

 

 

耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会及びＷＧ委員 別

区　　分 所　　属 役職名 氏　　名
評価・
改善

委員会
WG 山地 ダム 河道

河口・
海岸

1 学識経験者（河川工学） 宮崎大学 名誉教授 杉尾
すぎお

　哲
さとる

●

2 学識経験者（海岸工学） 宮崎大学工学部 教　授 村上
むらかみ

　啓介
けいすけ

●

3 学識経験者（環境水質） 宮崎大学工学部 教　授 鈴木
すずき

　祥広
よしひろ

●

4 学識経験者（環境水理） 宮崎大学工学部 教　授 入江
いりえ

　光輝
みつてる

●

5 学識経験者（資源環境科学） 宮崎大学工学部 准教授 大榮
おおえ

　薫
かおる

●

6 学識経験者（水文生態） 宮崎大学工学部 准教授 糠澤
ぬかざわ

　桂
けい

●

7 学識経験者（魚類） 宮崎大学農学部 准教授 村瀬
むらせ

　敦宣
あつのぶ

●

8 学識経験者（国土管理保全学） 宮崎大学農学部 准教授 篠原
しのはら

　慶
よし

規
のり

●

9 関係行政機関 日向市 市　長 十
とや

屋　幸平
こうへい

●

10 関係行政機関 美郷町 町　長 田中
たなか

　秀俊
ひでとし

●

11 関係行政機関 諸塚村 村　長 西川
にしかわ

　健
けん

●

12 関係行政機関 椎葉村 村　長 黒木
くろき

　保隆
やすたか

●

13 関係機関 日向市漁業協同組合 組合長 是澤
これさわ

　喜
よし

幸
ゆき

● ● ●

14 関係機関 美幸内水面漁業協同組合 代表理事組合長 黒木
くろき

　隆太
りゅうた

● ●

15 関係機関 耳川漁業協同組合 代表理事組合長 岩田
いわた

　広信
ひろのぶ

● ● ●

16 関係機関 西郷漁業協同組合（美郷町） 事務局長 杉本
すぎもと

　稲
いな

好
よし

● ● ○

17 関係機関 諸塚漁業協同組合（諸塚村） 組合長 甲斐
かい

　良二
りょうじ

● ● ○

18 関係機関 椎葉村漁業協同組合（椎葉村） 組合長 甲斐
かい

　左右吉
そうきち

● ● ○

19 関係機関 耳川広域森林組合 代表理事組合長 平野
ひらの

　浩二
こうじ

● ● ●

20 住民代表 日向市東郷町福瀬区自治会 会　長 岩田
いわた

　政
まさ

詞
つぐ

● ● ●

20’ 住民代表 日向市東郷町福瀬区 代　表 新名
にいな

　敏文
としふみ

● ● ●

21 住民代表 日向市幸脇区自治会 会　長 寺町
てらまち

　晃
あきら

● ●

22 住民代表 美郷町西郷峰区 区　長 川田
かわだ

　優
まさる

● ● ○ ●

23 住民代表 美郷町西郷和田区 区　長 吉田
よしだ

　功
いさお

● ○ ●

24 住民代表 美郷町西郷坂本区 区　長 西村
にしむら

幸次郎
こうじろう

● ○ ●

25 住民代表 美郷町西郷下区 区　長 前田
まえだ

　直
なおし

● ○ ●

26 住民代表 美郷町西郷花水流区 区　長 小野
おの

　圭一
けいいち

● ○ ●

27 住民代表 美郷町女性の輪 代　表 藤田
ふじた

　美智子
みちこ

● ○ ●

28 住民代表(林家) 諸塚村家代 代　表 西田
にしだ

　正
ただし

● ●

29 住民代表(林家) 諸塚村家代 代　表 吉永　成勲
よしなが　　　まさひろ

● ●

30 住民代表 諸塚村自治公民館連絡協議会 会　長 甲斐
かい

　弘昭
ひろあき

● ● ● ● ○

31 住民代表 椎葉村尾向地区 区　長 椎葉
しいば

　広典
ひろのり

● ● ● ● ○

32 住民代表 椎葉村松尾地区 区　長 椎葉
しいば

　治
はる

敏
とし

● ● ● ○

33 関係機関 耳川広域森林組合　椎葉支所 支所長 甲斐
かい

　洋
ひろ

敬
ゆき

● ●

34 関係機関 耳川広域森林組合　諸塚支所 支所長 佐藤
さとう

　喜
き

代
よ

光
みつ

● ●

35 関係機関 耳川広域森林組合　美郷支所 支所長 木下
きした

　浩信
ひろのぶ

● ●

耳川総合土砂管理に係る行動計画事業者

区　　分 所　　属 役職名 氏　　名
評価・
改善委
員会

WG 山地 ダム 河道
河口・
海岸

1 関係行政機関 宮崎北部森林管理署 総括治山技術官 佐藤
さとう

　修治
しゅうじ

● ○ ●

2 関係行政機関 宮崎北部森林管理署 総括森林整備官 原口
はらぐち

　尚也
なおや

● ○ ●

3 関係行政機関 宮崎北部森林管理署　上椎葉森林事務所 首席森林官 岩上
いわがみ

　勇
いさむ

● ●

4 関係行政機関 宮崎北部森林管理署　東郷森林事務所 森林官 引地
ひきち

　修一
しゅういち

● ●

5 関係機関 九州電力(株)　耳川水力整備事務所 所　長 前畠
まえはたけ

　龍三
りゅうぞう

● ● ● ● ●

6 関係機関 九州電力(株)　耳川水力整備事務所　副所長兼流域総合技術グループ 副所長 藤田
ふじた

　浩二
こうじ

● ○ ● ● ● ●

7 関係機関 九州電力(株)　宮崎支店 技術部 部　長 山口
やまぐち

　健太郎
けんたろう

● ○ ● ● ● ●

8 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課 課　長 山下
やました

　修
おさむ

● ○

9 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課　河川担当 リーダー 久保田
くぼた

　基
もと

寛
ひろ

● ●

10 関係行政機関 日向土木事務所　道路課　道路保全担当 リーダー 出井
でい

　美穂子
みほこ

● ●

11 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課　砂防担当 リーダー 松井
まつい

　祥和
よしかず

● ●

12 関係行政機関 日向土木事務所　河川砂防課　ダム担当 リーダー 高園
たかぞの

　秀
しゅう

次
じ

● ●

13 関係行政機関 日向土木事務所　諸塚駐在所 所　長 丸岡
まるおか

　浩二
こうじ

● ○ ● ● ●

14 関係行政機関 日向土木事務所　椎葉駐在所 所　長 前田
まえだ

　勉
つとむ

● ○ ● ● ●

15 関係行政機関 北部港湾事務所　工務課 課　長 中野
なかの

　忠浩
ただひろ

● ●

16 関係行政機関 北部港湾事務所　工務課　建設担当 リーダー 福永
ふくなが

　宏一
こういち

● ●

17 関係行政機関 宮崎県　企業局　北部管理事務所 副所長 日高
ひだか

　徹哉
てつや

● ○

18 関係行政機関 東臼杵農林振興局　林務課 課　長 田中
たなか

　浩史
こうじ

● ●

19 関係行政機関 東臼杵農林振興局　林務課　林政担当 リーダー 永野
ながの

　学
まなぶ

● ●

20 関係行政機関 東臼杵農林振興局　森林土木課 課　長 清藤
きよふじ

　勝也
かつや

● ●

21 関係行政機関 東臼杵農林振興局　森林土木課　治山担当 リーダー 山本
やまもと

　征男
ゆきお

● ●

22 関係行政機関 東臼杵農林振興局　森林土木課　森林路網担当 リーダー 山本
やまもと

　進也
しんや

● ●

23 関係行政機関 東臼杵農林振興局　農政水産企画課 課　長 梅木
うめき

　哲也
てつや

● ●

24 関係行政機関 宮崎県　農政水産部　水産政策課　漁村振興担当 リーダー 福田
ふくだ

　博文
ひろふみ

● ●

25 関係行政機関 宮崎県　農政水産部　漁業管理課　資源管理担当 リーダー 田口
たぐち

　智也
ともや

● ●

26 関係行政機関 東臼杵農林振興局 諸塚駐在所 所　長 山口
やまぐち

　裕二
ゆうじ

● ○ ●

27 関係行政機関 東臼杵農林振興局 椎葉駐在所 所　長 山口
やまぐち

　雄司
ゆうじ

● ○ ●

28 関係行政機関 日向市　建設部　建設課 課　長 大坪
おおつぼ

　真司
まさし

●

29 関係行政機関 日向市　建設部　建設課　土木建設係
課長補佐
兼係長 日 

ひよし

　知博
ともひろ

● ● ●

30 関係行政機関 日向市　市民環境部　環境政策課 課　長 鈴木
すずき

　道雄
みちお

●

31 関係行政機関 日向市　市民環境部　環境政策課　環境公害係 係　長 菊池
きくち

　大輔
だいすけ

● ● ●

32 関係行政機関 日向市　農林水産部　農業畜産課 課　長 西田
にしだ

　宗吉
むねよし

●

33 関係行政機関 日向市　農林水産部　林業水産課　水産振興係 係　長 矢野
やの

　隆博
たかひろ

● ● ●

34 関係行政機関 日向市　農林水産部　農業畜産課　農村整備係 係　長 上杉
うえすぎ

　幸司
こうじ

● ● ● ●

35 関係行政機関 日向市　上下水道局　水道課 局長兼課長 松尾
まつお

　昇一
しょういち

●

36 関係行政機関 日向市　上下水道局　水道課浄水係
課長補佐
兼係長 黒木

くろぎ

　郁志
いくし

● ●

37 関係行政機関 日向市　農林水産部　林業水産課 課　長 佐藤
さとう

　善彦
よしひこ

●

38 関係行政機関 日向市　農林水産部　林業水産課　森林経営係
課長補佐
兼係長 川越

かわごえ

　康幸
やすゆき

● ● ●

39 関係行政機関 日向市　総務部　防災推進課　防災管理係 係長 佐藤
さとう

　秀明
ひであき

● ● ●

40 関係行政機関 椎葉村　建設課 課　長 右田
みぎた

　忠
ただひと

仁 ● ●

41 関係行政機関 椎葉村　建設課　道路管理グループ 課長補佐兼グループ長 椎葉
しいば

　友和
ともかず

● ●

42 関係行政機関 椎葉村　農林振興課 課　長 椎葉
しいば

　今朝志
けさし

● ●

43 関係行政機関 椎葉村　農林振興課　林業推進室 課長補佐兼室長 中瀬
なかせ

　育生
いくお

● ●

44 関係行政機関 諸塚村　産業課 課　長 中田
なかだ

　直樹
なおき

●

45 関係行政機関 諸塚村　産業課 課長補佐 伊藤
いとう

　聖子
しょうこ

● ●

46 関係行政機関 諸塚村　建設課 課　長 松村
まつむら

　紀
き

三
み

男
お

●

47 関係行政機関 諸塚村　建設課 課長補佐 橋口
はしぐち

　政憲
まさのり

● ● ●

48 関係行政機関 美郷町　農林振興課 課　長 松下
まつした

　文
ふみ

治
はる

●

49 関係行政機関 美郷町　農林振興課　林政担当 主任主事 松井
まつい

　徹
とおる

● ●

50 関係行政機関 美郷町　建設課 課　長 林田
はやしだ

　　貴美
きみお

生 ●

51 関係行政機関 美郷町　建設課　管理担当 主事 海野
うみの

　紗香
さやか

● ●

52 関係行政機関 国土交通省　宮崎河川国道事務所　調査第一課 課　長 関
せき

　信彰
のぶあき

53 関係行政機関 国土交通省　宮崎河川国道事務所　調査第一課 専門官 野村
のむら

　英伸
ひでのぶ
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モニタリングの項目  
 

モニタリングは、耳川の現状を把握すること、耳川をいい川にすることを目指した様々な取

り組みの効果を確認することを目的として実施している。 

モニタリングは、継続的に実施することを前提として適切に実施する必要がある。このため、

調査の項目としては、これまでに継続して行っている項目（水質，河床材料，底質調査，河道

形状調査，動植物調査）に加え、行動計画の効果を測る評価指標となる項目と、耳川流域の住

民が参加する項目（水質調査など）を行うこととした。右表にモニタリング項目を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリング項目一覧  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 実施主体 調査頻度 問題・課題 備  考 

1.水  質 
九州電力 定期調査：1 回/月

(14)生物生息環境の変化， (18)生物生息環境の変化，(22)取水

の不安定化，(25)生物生息環境の変化 
* 

日向市 定期調査：1 回/年 (22)取水の不安定化， 水道水 

2.河床材料 九州電力 定期調査：1 回/年 (15)生物生息空間の連続性遮断，(18)生物生息環境の変化 * 

3.底  質 九州電力 定期調査：2 回/年 (25)生物生息環境の変化 * 海域のみ 

4.河道形状 九州電力 定期調査：1 回/年 (18)生物生息環境の変化，(19)瀬・淵の消失 * 

5.河道縦横断 
九州電力 

宮崎県 
定期調査：1 回/年

(20)橋脚の不安定化，(21)護岸基礎部の被災，(22)取水の不安

定化，(23)治水安全度の低下，(29)治水安全度の低下，(30)船舶

の航行（操業上）の支障 

 

動
物
調
査 

6.魚  類 
九州電力 定期調査：2 回/年 (14)生物生息環境の変化，(15)生物生息空間の連続性遮断， 

(18)生物生息環境の変化，(25)生物生息環境の変化，(32)漁協

（操業）の支障 

* 

漁協組合 定期調査：1 回/年 漁獲高 

7.底生動物 九州電力 定期調査：2 回/年 * 

植
物
調
査 

8.付着藻類 九州電力 定期調査：4 回/年
(14)生物生息環境の変化，(15)生物生息空間の連続性遮断， 

(16)付着藻類の変化，(18)生物生息環境の変化 
* 

9.河岸植生 九州電力 定期調査：1 回/５年 (18)生物生息環境の変化 * 

10.藻場 九州電力 定期調査：2 回/年 (25)生物生息環境の変化 * 河川のみ 

11.裸地面積 宮崎県、九州電力 定期調査：1 回/年 (1)崩壊地からの土砂流出，(5)産業基盤の流出  

12
ダ
ム
堆
砂 

堆砂形状 九州電力 定期調査：1 回/年 (9)貯水池末端部治水安全度低下，(11)取水口の埋没  

堆砂量 九州電力 定期調査：1 回/年 (1)崩壊地からの土砂流出  

利水容量 九州電力 定期調査：1 回/年 (10)利水容量の減少  

13.流況（豊平低渇） 九州電力 定期調査：1 回/年 (6)渇水緩和機能の低下，(7)洪水緩和機能の低下 雨量含む 

14.土石流危険渓流整備率 宮崎県 定期調査：1 回/年 (2)土石流等の土砂災害の発生  

15.保安施設整備率 宮崎県 定期調査：1 回/年 (2)土石流等の土砂災害の発生  

16.路網密度 宮崎県 定期調査：1 回/年 (5)産業基盤の流出  

写
真
観
測 

17.景観・親水 宮崎県 定期調査：4 回/年 (3)自然景観の消失，(17)河川景観の変化，(27)親水空間の減少 流域景観ポイント等 

18.定点観測 

（河川状況，構造物基礎）
宮崎県 定期調査：4 回/年

(9)貯水池末端部治水安全度低下， (20)橋脚の不安定化，(21)

護岸基礎部の被災,(23)治水安全度の低下  
 

19.ダム流木到達状況 九州電力 出水後 (12)放流設備の機能障害，(13)利水設備の機能障害  

20.洪水時流下状況 
九州電力 

諸塚村 
出水後 

(24)氾濫発生時の被害拡大，(30)船舶の航行（操業上）の支障，

(32)漁協（操業）の支障，(33)氾濫発生時の被害拡大 
定点＋氾濫地点 

21.海域漂流状況 漁業組合 出水後 (30)船舶の航行（操業上）の支障  

22.海岸漂着状況 宮崎県 出水後 
(30)船舶の航行（操業上）の支障，(31)海岸環境悪化，(32)漁協

（操業）の支障 
 

23.砂防施設 宮崎県 定期調査：1 回/年 (8)砂防施設容量減少 異常出水時の測量整理含む

24.取水口（工業用） 

堆砂状況 
宮崎県 

不定期 

（維持作業発生時）
(22)取水の不安定化  

25.土砂除去量 

（河道・河口海岸） 
宮崎県 定期調査：1 回/年

(28)港湾施設の埋没，(30)船舶の航行（操業上）の支障 

(1)崩壊地からの土砂流出 
 

26.漂着物量 

（河道・河口海岸） 
宮崎県 定期調査：1 回/年

(31)海岸環境悪化，(32)漁協（操業）の支障，(30)船舶の航行（操

業上）の支障，(5)産業基盤の流出 
 

27.流木処理実績 九州電力 定期調査：1 回/年
(5)産業基盤の流出，(12)放流設備の機能障害，(13)利水設備の

機能障害 
 

28.航空写真（汀線） 宮崎県 航空写真更新時 (26)防災機能の低下，(27)親水空間の減少  

29.水質、底生動物 地域住民 定期調査：1 回/年 (18)生物生息環境の変化 
身近な水辺のモニター 

ふるさとの水辺調査 

30.ヒアリング 

漁協組合 出水後：発生時 
(14)生物生息環境の変化，(16)付着藻類の変化，(18)生物生息

環境の変化，(25)生物生息環境の変化，(30)船舶の航行（操業

上）の支障，(32)漁業（操業）の支障 

 

広域森林組合
３回/月 

（年約４０回） 

(1)崩壊地からの土砂流出，(2)土石流等の土砂災害の発生，(3)

自然景観の消失，(4)生物生息環境の変化，(5)産業基盤の流出
皆伐パトロール 

31.水害統計資料 宮崎県 1 回/年 (24)氾濫発生時の被害拡大，(33)氾濫発生時の被害拡大  

【調査指標の着色凡例】緑色：山地領域，オレンジ色：ダム河道領域，青色：河口海岸領域 * ：ダムの通砂運用に関連した環境調査
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評価方法  

(1)二つの視点からの評価 

モニタリング結果の評価は、二つの視点（方向性・状態）から行うこととしている。方向性

評価と状態評価の考え方は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)マトリクス図による二軸評価 

二つの視点（方向性・状態）から評価したモニタリング結果は、問題・課題ごとにマトリク

ス図上に整理し、各項目の分布や重心位置を視覚的に捉える。 

このマトリクス図の整理にあたっては、問題・課題と関連する複数のモニタリング項目を選

定し、特に問題・課題との関連が強い項目を主モニタリング項目として区分する。主モニタリ

ング結果の重み付けを考慮した総合的な評価を行う。 

 

マトリクス図による評価結果の例（山地領域：崩壊地からの土砂流出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性評価 

 

状態評価 

 

至近３年間データ

H17 H18 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

変動幅

当該年データ

H11 H12 H13

〔バックグラウンド〕
評価の際の参考とする
（雨量、流量、水質等）

悪化傾向：Ｃ

維持傾向：Ｂ

改善傾向：Ａ

……

変動幅

基準年データ

当該年データ

〔バックグラウンド〕
評価の際の参考とする
（雨量、流量、水質等）

悪い状態：ｃ

普通状態：ｂ

良い状態：ａ

H17 H18 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3H11 H12 H13 ……

①方向性評価 

・至近 3 年間データとの比較により、モニタリング結果の変化状況（方向性）を評価する。 

・至近 3 年間データとの比較が適切でないと考えられる項目はトレンド評価又は単年度比較を行う。 

・評価のランク区分は、改善傾向「Ａ」、維持傾向「Ｂ」、悪化傾向「Ｃ」とする。 

②状態評価 

・基準値（目標値）との比較により状態を評価する。 

・基準値がないものは、基準年データとの比較により状態を評価する。 

・評価のランク区分は、良い状態「ａ」、普通状態「ｂ」、悪い状態「ｃ」とする。 

改善傾向
【A】

維持傾向
【B】

悪化傾向
【C】

3点 2点 1点

ランク 点数
重み
付け

点数 ランク 点数
重み
付け

点数

11 主 裸地面積 B 2 ×2 4 b 2 ×2 4

12 主 ダム堆砂 C 1 ×2 2 a 3 ×2 6

5 主 河道縦横断 C 1 ×2 2 c 1 ×2 2

25 主
土砂除去量
（河道・河口海岸）

C 1 ×2 2 b 2 ×2 4

30 ヒアリング C 1 ×1 1 c 1 ×1 1

- - ×9 11 - - ×9 17

方
向
性

C

状
態

b

小　　　計

問題・課題

(1)崩壊地からの土砂流出

方向性 状態

モニタリング項目

重心（加重平均）

・崩壊地の状態は、基準年を平成22～25年度とした場合、その変動幅の範囲内にあることから「普通状態」と評価される。
・ダム堆砂の状態は、基準年（平成11～13年）の変動幅を下回ることから「良い状態」と評価される。
・対象箇所全体の河積変化率は、基準年（平成23年度）と比較すると、「悪い状態」と評価される。
・令和4年度の「浚渫土砂量/大内原ダム最大日流入量」は、基準年(平成11～13年)の変動幅の範囲内にあることから「普通状態」と評価される。
・崩壊地からの土砂流出の状態は、崩壊地の状況について、複数の森林管理者から「悪い状態」との回答を得て、裸地の状況について、一部の森林管理
者から「良い状態」、森林組合から「普通状態」との回答を得たことから、「悪い状態」と評価される。
・以上より、「崩壊地からの土砂流出」の状態は、普通状態【b】と評価される。

崩壊地からの土砂流出に関する総合評価 ： 悪いレベル【×】

1.2点11/9= 17/9= 1.9点

・崩壊地の方向性は、至近3年間（令和元年度～令和3年度）の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。
・ダム堆砂の方向性は、至近3年間（令和元年度～令和3年度）の変動幅を上回ることから「悪化傾向」と評価される。
・対象箇所全体の河積変化率の平均をみると、至近3年間（令和元年度～令和3年度）の変動幅の範囲を下回っていることから「悪化傾向」と評価される。
・令和4年度の浚渫土砂量は、至近3年間（令和元年度～令和3年度）の変動幅を上回ることから「悪化傾向」と評価される。
・崩壊地からの土砂流出の方向性は、崩壊地の状況について、全ての森林管理者から「悪化傾向」の回答を得て、裸地の状況は複数の森林管理者から
「普通状態」との回答を得たことから、総合的に「悪化傾向」と評価される。
・以上より、「崩壊地からの土砂流出」の方向性は、悪化傾向【C】と評価される。

個別課題評価シート（山地領域）

状
態

良い状態
【a】

普通状態
【b】

悪い状態
【c】

方向性

3点

2点

1点

重心位置

1.0点

1.5点

2.0点

2.5点

3.0点

1.0点1.5点2.0点2.5点3.0点

裸地面積

凡 例

注1）「方向性」は、至近3年間のデータと比較して評価した結果である。

注2）「状態」は、基準値又は基準年データ（H11～13）等を参考に評価した結果である。

注3）主項目（赤文字）は、点数を２倍して重み付け（加重平均）した。

注4）重心位置は、これらの評価結果の総合的な位置付けを示したものである。

注5)WG時点のデータ状況により方向性または状態の評価ができない項目は対象外とした。

：良いレベル【○】、 ： 普通レベル【△】、 ： 悪いレベル【×】

ダム堆砂

ヒアリング

河道縦横断

土砂除去量

（河道・河口海岸）
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方向性 状態 方向性 状態

11.裸地面積 3 主
至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。状態は、
基準年の変動幅の範囲内にあることから「普通状態」と評価される。 B b

12.ダム堆砂 5 主
至近3年間の変動幅を上回ることから「悪化傾向」と評価される。状態は、基準年
の変動幅を下回ることから「良い状態」と評価される。 C a

5.河道縦横断 7 主
河積変化率は、至近3年間の変動幅の範囲を下回っていることから「悪化傾向」と
評価される。基準年と比較すると、「悪い状態」と評価される。 C c

25.土砂除去量
     （河道・河口海岸）

14 主
至近3年間の変動幅を上回ることから「悪化傾向」と評価される。状態は、基準年
の変動幅の範囲内にあることから「普通状態」と評価される。 C b

30.ヒアリング 15
森林管理者へのヒアリングの結果、総合的に「悪化傾向」及び「悪い状態」と評価
される。 c c

14.土石流危険渓流整備
　　(土砂災害発生状況)

18

15.保安施設整備
　　(土砂災害発生状況)

18

17.写真観測（自然景観） 21
大規模崩壊跡地の方向性は、至近3年間の変動幅を下回ることから「改善傾向」
と評価される。状態は、森林管理者へのヒアリングの結果、「悪い状態」と評価さ
れる。

A c

17.写真観測（親水景観） 21
前年度と比較して、一部地点を除き大きな変化はみられないことから「維持傾向」
と評価される。親水景観評価シートの全体の平均は2.7点となり、総合的に「良い
状態」と評価される。

B a

30.ヒアリング 28
景観についての森林管理者へのヒアリングの結果、総合的に「悪化傾向」及び
「悪い状態」と評価される。 C c

(4)生物生息生育環境の変化 30.ヒアリング 31
ヒアリングの結果、全ての森林管理者から「維持傾向」及び「普通状態」の回答を
得た。 B b △

11.裸地面積 34
至近3年間の変動幅の範囲内にあることから「維持傾向」と評価される。状態は、
基準年の変動幅の範囲内にあることから「普通状態」と評価される。 B b

27.流木処理実績 35
至近3年間と比較すると「改善傾向」と評価される。基準年と比較すると「良い状
態」と評価される。 A a

26.漂着物量
　　（河道・河口海岸）

36
至近3年間の変動幅の範囲内であることから「維持傾向」と評価される。状態は、
ヒアリングの結果、日向市漁協から「悪い状態」の回答を得た。 B c

16.路網密度 37
耳川計画区で微増していることから「改善傾向」と評価される。『第八次宮崎県森
林・林業長期計画』令和7年目標値（39.7m/ha）を上回っていることから「良い状
態」と評価される。（参考：令和3年度評価）

A a

30.ヒアリング 38
山林及び作業道の管理について、森林管理者へのヒアリングの結果、総合的に
「悪化傾向」及び「悪い状態」と評価される。 C c

(6)渇水緩和機能の低下 13.流況 41
至近3年間と比較して「悪化傾向」と評価される。状態は基準年と比較して同程度
であることから、「普通状態」と評価される。 C b ×

(7)洪水緩和機能の低下 13.流況 41
至近3年間と比較して「維持傾向」と評価される。状態は基準年と比較して同程度
であることから、「普通状態」と評価される。 B b △

(8)砂防施設容量減少 23.写真観測（砂防施設） 50
前年度と比較すると、余裕率は変化していないことから「維持傾向」と評価され
る。状態は、水通し天端の上まで堆積していないことから「良い状態」と評価され
る。

B a 〇

着色凡例 　　個別評価凡例 　　評価凡例 ※１　ワーキングでの個別評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。　　　　　　　

：治水面（防災面） 【方向性】Ａ：改善傾向，Ｂ：維持傾向，Ｃ：悪化傾向 　○：問題なく良いレベル ※２　ワーキングでの問題・課題に対する評価を、評価・改善委員会での事務局案とする。

：利水面（水利用面） 【状　態】ａ：良い状態，ｂ：普通状態，ｃ：悪い状態 　△：普通のレベル

：環境面 　×：問題があり悪いレベル

山
地
領
域

(1)崩壊地からの土砂流出 ×

【山地領域目標】
　森林保全や治山・砂防の推
進により、土砂・流木の流出制
御を目指す。

　　　山地領域評価：『△』

【評価コメント】
　令和4年度は、ダム堆砂、河
道縦横断、土砂除去量、ヒアリ
ング（崩壊地からの土砂流出、
自然景観の消失、産業基盤の
流出）、渇水緩和機能の低下
で「悪化傾向」、ヒアリング（崩
壊地からの土砂流出、自然景
観の消失）、漂着物量、河道縦
横断で「悪い状態」の評価が
あったが、その他の項目で概
ね「普通状態」が維持されてい
ることから、山地領域は総合的
に「△」と評価される。

(5)産業基盤の流出 △

〇

(3)自然景観の消失 △

(2)土石流等の土砂災害の
　　発生

土砂災害発生件数が至近3年間の変動幅を下回ることから「改善傾向」と評価さ
れ、基準年の変動幅の範囲内にあることから「普通状態」と評価される（参考：令
和3年度評価）

A b

ワーキンググループの評価

評価結果の概要

個別評価
総合
評価

事務局案に対する意見等

個別評価※1
評価
※2

ワーキング時点での事務局案

領
域

総合土砂管理上の
問題・課題

モニタリング項目
説
明
頁

主
従
関
係

(3)問題・課題評価シート 

問題・課題ごとに評価した結果は、領域単位で「問題・課題評価シート」を作成する。ワーキンググループでは、各問題・課題の評価を討議するとともに、この「問題・課題評価シート」を最終的に完成させる。 

 

問題・課題評価シートの例（山地領域） 
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議事要旨（第11回 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会）※令和4年7月25日開催 

  

第11回 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会（1/3） 

項 目 意見内容 発言者 回答内容 回答者 

指摘と 

対応 
① 

全国的に鹿の食害によって濁水が多く出てくることは問題になっている。椎葉村をは

じめとする耳川上流部は、日本でもかなり鹿が多いところだと認識している。委員会の

中でこの問題を取り扱わないものとして考えているのか。 

委員 ①

鹿の食害については毎年、市町村を通じて調査をしており、極端に減ったというこ

とではなく、造林を行った場合、必ず防護柵を張るようにしている為、以前ほどひど

くなっていないが、少なからずあるというのが現実である。ただし、それによって植

栽地が裸地化して土砂が流出しているという報告はない。 

事業者 

ダム通砂 

運用関連 
① 

通砂体制について、負担を考えたときに、３つのダムで同時に全て通砂体制を取らな

いと対処できないものなのか。例えば、負担の少ないダムで通砂体制を取って、ダム間

の土砂を移動の比較的少ない流量でも起こさせるなど、そういうメニューの取り方は考

えられないのか。 

１つのダムから土砂が出て、一度の出水で一気に下流まで行くことはないと思われる

ので、比較的小さな出水であれば、水害としてのリスクは小さくなるので、部分的運用

もしくは、３ダムでの連携通砂を一気にやるのではなく、１か所１か所で試験を試みる

やり方もありなのではないか。 

委員 ①

３ダム連携通砂の評価がまだ出来ていないため、まずはこれを行いたい。部分的運

用については、社内の技術検討会でも共有して、できる方法があれば検討をしていき

たい。 

事業者 

総合土砂 
管理上の 
問題・課題

の評価 

① 
藻場は少しずつ右肩上がりで回復していくようにも見えるが、経年的に右肩上がりに

なるのはなぜか。水温が関係しているのか。 
委員 

①
一度、磯焼けをした後なので、ダム通砂を行う前と比較すると藻場は回復している

ように見えるが、海水温等に関する詳細な分析は行っていない。 
事業者 

①

クロメ辺りがある平岩港周辺の藻場は、一度、磯焼けして、ほとんどなくなった。

その後、地元の漁師さんが藻場を食い荒らすウニを駆除し、藻場が10倍以上増えてき

ているため、右肩上がりになったのではないか。 

事業者 

② 
瀬・淵が令和３年度に減少していることについて、魚類や底生動物の生育に影響する

と思われるが、９月以降に降雨量が少ないなどの原因が考えられるのか。 
委員 ②

瀬・淵の調査は、11月以降から現場を周りながら調べており、目視による確認の結

果、瀬・淵が少なかった。検証したところ、令和３年の秋以降、雨が例年の半分程し

か降っておらず、水量が少なかったことが判明し、水がのっていない部分が出てきて

いた結果、瀬が確認できなかった場所があったと考えられる。 

事務局 

③ 山間部の土砂の流入が下流側での濁度に影響する場合、対策を予定しているのか。 委員 ③

濁水に関しては、崩壊地や裸地の場所の特定を行い、特にどこから濁水が大きく出

ているかを把握する必要があり、何らかの方法で把握できないか思案している。具体

的にどうするかはまだ見えていないが、重要であると認識している。 

事務局 
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第11回 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会（2/3） 

項 目 意見内容 発言者 回答内容 回答者 

総合土砂 
管理上の 
問題・課題

の評価 

④ 

私の研究において上椎葉ダムに流入する濁質の約４割が不土野川の上流の崩壊地か

ら入ってきているという結果が得られている。不土野で集中的に土砂流出対策をするこ

とによってかなり濁水の発生を抑え込めるのではないかという印象である。 

委員 

④

ご指摘の場所は、不土野の少し奥の天包という場所で、保安林機能がかなり低下

している。また、崩壊箇所もあることから、令和４年度には約40ヘクタールの地滑

り防止区域指定に向けて、林野庁と手続の準備を行っている。指定が完了次第、対

策工事に着手する予定である。主な工種としては、地滑り対策として地下水の排除

工や崩壊面の全面緑化を行う予定である。 

事業者 

不土野の対策の実施状況について説明いただきたい。 会長 

⑤ 

不土野の崩壊地について、周りの伐採が進められており、それによって保水機能が落

ち、さらに崩壊が拡大するという懸念がある。伐採をうまくコントロールする方法がな

いか。 

委員 ⑤

ウッドショックで木材価格も以前に比べて高止まりしている状況であり、保安林

の網がかぶっていないものについては、なかなか規制が厳しいが、椎葉村役場や駐

在を通じて状況を把握して対応を考えていきたい。 

事業者 

⑥ 

河床材料調査について、直近３年で見ると「維持傾向」であるが、漁協ヒアリングの

結果は、「悪い状態」である。河床材料調査の評価（粗粒化の解消等の観点）と漁協に

とっての河床材料の評価（アユの産卵床等の観点）は、評価軸が違う気がする。 

河床材料調査の評価が「維持傾向」であるのであれば、「維持傾向」と言う評価では

ないか。 

委員 ⑥

今までの評価手法の中で、ヒアリングの結果も踏まえて状態評価などを行ってい

るが、地元の方の意見と調査結果が一致しないところもあるため、今後どうやって

評価していくかは、中間とりまとめの中で検討していきたい。 

事務局 
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第11回 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会（3/3） 

項 目 意見内容 発言者 回答内容 回答者 

中間とり

まとめ 

① 

現状を事務局でどのように評価しているのか。これまでの評価では、よい傾向であれ

ば○、維持傾向であれば△、悪化であれば×というつけ方であるが、現状はいい状況で

あり、維持していれば○ではないのか。事業等が大体完了し、現状はいい状態だという

認識なのか、それともまだ改善すべき点が多いという状態なのか。 

委員 ①

現状としては、ダム通砂工事が終わり、これから本格的に３ダム連携の通砂が始ま

っていくということで、その効果発現を見ていく段階であると認識している。今後の

中間とりまとめの中で課題の抽出等を行っていく認識である。 

事務局 

② 

中間とりまとめの提案については賛成である。 

下流の３ダムの土砂を移動させてダムを健全化していくことが当初の委員会の目的

で、全ての項目が洗い出されたと認識をしているが、近年は、最上流の上椎葉ダムの上

流域までも含めて具体的な改善をしていかなければいけないということで、目標の範囲

が広まってきている。その辺も含めてどのように項目立てていくのか、少し広げるので

あれば広げるという位置づけをしっかりと設定した上で、モニタリング項目、評価項目

を設定していただきたい。 

また、改善が必要なところ、不要なところの整理も重要ではあるが、評価項目や改善

項目の中で重要度も検討する必要がある。 

委員 ② 中間とりまとめにおいて参考にさせていただきたい。 事務局 

③ 

ワーキングの指摘対応一覧にありますが、河川景観の変化、このポイントが支流に偏

っており、本流でしっかりポイントを定めて調査をお願いしたい。今回の見直しの中で

は、しっかり住民の意見なども聞きながら、改良をお願いしたい。 

前回のワーキングでも指摘したが、築堤のないところの居住者たちは非常に不安を感

じている。土木事務所のほうで浚渫してもらえれば、安心感が確保されるが、３ダムの

通砂で今後かなり状況が変わってくることが想定されるので、景観、水生生物、そこに

住まう住民の安心感も、いい耳川をつくるための重要なポイントになるのではないか。 

委員 

③
どこにポイントを置いてモニタリングをしていくかは、地元の方のご意見もいただ

きながら、中間とりまとめの中で考えていきたい。 
事務局 

③
治水、利水、環境という面で、治水安全度をおろそかにするような整備というのは

ないので、日向土木事務所のほうとも連携しながら対応していきたい。 
事務局 
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開催状況（第11回 耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委員会 令和4年7月25日 於：ホテルベルフォート日向 ※WEB併用） 

ベルフォート

日向会場 
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